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会  議  録 
会議の名称 第１２回小金井市子ども・子育て会議 

事 務 局 子ども家庭部子育て支援課 
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会 長    松田  恵示 委員 
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委 員    飯嶋  智広 委員 

       岩野  秀夫 委員 

       小川  順弘 委員 

       小幡  美穂 委員 

       水津  由紀 委員 

       高橋 みさ子 委員 

       鳴海 多恵子 委員 

       布谷  美幸 委員 

       馬場  利明 委員 

       原島  康晴 委員 

       森田  眞希 委員 

欠席委員   佐々木 德行 委員 

       沢村  耕太 委員 

事
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局 

子ども家庭部長   河野  律子 

児童青少年担当部長 大澤  秀典 

児童青少年課長   伏見  佳之 

保育課長      鈴木  遵矢 

保育政策担当課長  菅野  佳高 

保育係長      中島  良浩 

保育課主査     千葉  祐生 

子育て支援課長   梶野  ひづる 

子育て支援係長   福井  英雄 

子育て支援課主任  矢島  隆生 

傍聴の可否 可 ・ 一部不可 ・ 不可 

傍 聴 者 数 １２人 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 「のびゆくこどもプラン 小金井（小金井市子ども・子育て支援事

業計画）」の進捗状況の点検・評価 

３ 子ども・子育て支援事業計画変更に係る児童人口推計 

４ 今後の日程について 

５ 閉会 
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第12回小金井市子ども・子育て会議 会議録 

平成28年10月17日 

 

開  会 

○松田会長   それでは改めまして、どうもこんばんは。本日は12回目になりますけれども、小金井

市子ども・子育て会議、開催させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 本日は佐々木委員と沢村委員が所用のためご欠席ということで伺っております。 

 また、本日は議事として３つほど用意されておりますので、少し精力的に進めていく

ことができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、配付資料の確認を事務局からお願いしたいと思います。 

○子育て支援係長 配付資料の確認ですが、まず、こちらは次第になります１枚。続いて、資料53、児

童人口推計に関する資料で、両面で２ページとなっております。最後ですが、沢村委員

からの追加コメントという資料になります。本日、沢村委員ご欠席されているんですが、

点検・評価に関して追加コメントをいただいております。 

 配付資料については以上になります。 

○松田会長   ありがとうございます。 

 それでは、早速、次第（２）「のびゆくこどもプラン 小金井」の進捗状況の点検・

評価の続きから始めさせていただければと思います。 

 前回の会議では、資料49の７ページまでをご審議いただきましたので、本日は８ペー

ジから最後のページまでということになります。本日の議事が、これとともに前回も議

論になりました児童の人口推計のことについても少し検討する必要がございますので、

おおよそ１時間半ぐらいの目安で、最初の点検・評価を行いまして、残りの30分で人口

推計のお話ができればと思っております。 

 そうしますと、この点検・評価のほうですけれども、大体前回もそれぐらいのペース

で進んではいるんですが、目標というベースで、８ページまでは目標１ですけれども、

９ページからは目標２と入りまして、最後のページまで目標が６ございます。ですので、

パートとしてはこの目標ごとにくくりをつくって、そうしますと大体６個ぐらいのパー

トで分かれていくのですけれども、目標２、３、４、５、６とそれまでの８ページです。

おおよその目安ですけれども、それぞれの目標を大体１５分前後ぐらいで検討しながら

進めていければと。時間の目安ということだけでございますけれども、イメージができ
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ればとは思っております。ただ、内容によりましては、もちろんしっかりと時間をかけ

たいところが出てくる可能性もございますので、およその目安という程度で少しご検討

いただければと思っております。 

 それと議事を始めます前に、前回、保育料の値上げに関して、市役所から書面を出さ

れて広報されるということにかかわりまして、幾つかご意見をいただいておりました。

この件につきまして、委員の皆様方からも会議終了後に市役所に幾つかの意見、さまざ

まな意見を出していただきまして、そういうものを事務局、市役所のほうで整理いたし

まして、ご検討いただいた上で、ある程度の意見を反映していただいたり、あるいはご

整理いただく中で、資料を用意されて広報されるということで進めさせていただけたら

と市役所から伺っております。傍聴の方のご意見も含めて、この件に対する市民の皆さ

んへの周知ということに対して、強いご意見をたくさんいただいておりますので。ただ、

この子育て会議では、答申という形では行えるのですが、その件に関しての役割を直接

担っている会議とは言えませんので、このあたり、ぜひともご意見は市のほうで吸収し

ていただいて進めていただくということでお願いできたらと思っているところでござい

ます。 

 それでは、進めたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

 では、まず８ページ、③でございます。委員の皆様方からは、まず１番の虐待対応事

業につきまして、小幡委員と新保委員から既にご意見をいただいております。事務局コ

メントということで記載はされてございますが、このあたり、特に新保委員から少し追

加でお話しいただければありがたいとは思いますが。 

○新保職務代理 もう何年も、ここには「前回会議の点検・評価ではＡ評価にしている」とは書かせて

いただいているんですけれども、一応前回も申し上げましたけれども、ここでのこの会

議でのこの評価がどう反映されているのかなという点で、前回も、ここＡ評価になって

はいるんですけれども、Ｂ評価をＡ評価にこの会議の中では上げておりますけれども、

また今回もＢ評価なんですけれども。ここでの評価が役所の中でどういうふうに反映さ

れているのかなというのが今回、この評価をしていて感じたところではあります。 

 私は虐待の対応というのが非常に厳しい、厳しいというか、この中での対応が子ども

たちに大きく反映されるわけなので、やはり、こういう今、児童相談所の業務が地域に

おりている中で、次年度からまた法律の改正もありますし、厳しくなる中で、皆さんの

関心が集まるところではあるけれども、そのことが表になかなか出すことが難しい事業
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ですので、役所の中で厳しい対応をしている部署に対して、私は直接かかわることも多

いのでＡ評価としたいとは思っておりますが、ただ、役所の中でのＢ評価ということが

もっと上を目指している、もっと充実した活動をしたい、もっと充実させなければいけ

ないという部分であるのであれば、このままＢ評価でいいのかなとは思っております。

私の意見としてはＡ評価にしたいなと思っておりますけれども。 

 以上です。 

○松田会長   関連してご意見、いかがですか。 

 市役所のほうとしてはいかがですか。 

○子育て支援課長 評価の方法が協議会の開催回数ということで、ほかにどのような評価の方法がある

かというと、これはまたこれで難しい問題かなと思っておりまして、相談件数が減れば

いいのかとかいろいろありますけれども、虐待対応の中で一番中心となっているのは、

この要保護児童対策地域協議会ですけれども、このネットワークですので、これをさら

に参加する機関を増やしていかなければいけないとか、会議の持ち方のあり方をまだこ

れからも検討すべき余地があるのではないかとか、事務局のほうではいろいろ改善の余

地があると思っておりますので、事務局としてはＢ評価ということにさせていただいて

おります。 

○松田会長   そういうご見解です。いかがですか。 

 それでは、今のようなご説明があるところですのと、小幡委員からも評価自体はこれ

でいいんじゃないかというご意見もいただいているところですので。新保委員も先ほど

のほう、態度の問題、構えの問題ということをおっしゃっていましたので、ここはその

ままでさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○松田会長   続きまして、２番の部分、これも新保委員からいただいておりますが、少し補足いた

だいてよろしいですか。 

○新保職務代理 すいません。２番、啓発事業のことですよね。これも今回のことと同じような部分で

す。Ａ評価に上げて。ここでは評価されていても、なかなかＡ評価が役所としてついて

いかないという部分で、同じようなことです。 

 いいですか、ごめんなさい。終わった問題なのに、先ほどのことに戻しますけれども、

評価の方法は、協議会の開催回数という部分では疑問が出てきます。これは開催回数と

いうのはある程度決まった枠がありますので、それを増やしていくという方向であれば、
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もう少し役所としても協議会の持ち方を次年度以降、考えていかなければいけないのか

なとは思います。 

 ことしは27年度の、例えば実務者会議が３回になっているとか、それはそれなりに内

容のあることですので、26年度は５回だったんですけど、そのことについてはここでは

あれですけれども、やはり協議会の開催という評価ではなくて、もう少し違う評価でで

きるようにすればいいのかなとは思います。ただ、なかなか何を評価の方法とするのか

は、このことに関しては非常に難しいとは思います。 

 ですので、今の２番の虐待防止の啓発事業のことについても同じです。あと11月の児

童虐待防止月間のキャンペーンに合わせて、駅前に行って関連グッズを配布したとか、

そういう今までになかった試みをしていたので、そのことを評価して、Ａ評価にここで

はしたと思うのですけれども、そのあたりで、細かいところでどこを評価していくのか

はなかなか難しいところだなとは思います。 

 以上です。 

○松田会長   ご意見ございますでしょうか。 

 確かに虐待の問題は非常に問題として大きいところがある。一方でそういう問題に対

しての対応として、何を評価の方法としていくかというのは、確かに難しいところもあ

りますが、これは28年度以降のプランに関しましては、このあたりのところも、今回の

反省を受けて評価の方法、そのあたりは今後精査していく必要が本当に僕もあるなと思

います。 

 前も言いましたけれども、大学では、はやりの言葉でＫＰＩという言葉があって、Ｋ

ｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒでしたっけ、要するにその目標を

達成しようとしているときに必ずそういう何かが高まれば目標が達成される可能性が高

いという、そういうものを明確にして、それを評価指標として、実質化していくという

ことをすごくやるようになってきているんですけど、そういう意味では、次回以降、評

価の方法もしっかりと見ていくという必要が。これは前回からの議論、もうずっと出て

きておるところですけれども、改めて確認できればと思います。 

 どうぞ。 

○岩野委員   考え方の確認なんですけれども、極論を言うと虐待が一切なくなって、この相談もゼ

ロになって、協議会開催もゼロになれば、開催自体は減るけれども、それは評価として

高くなることだと思うんですけれども。これは開催回数が増えるのがよい、減るのがよ
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いか、どっちの解釈で捉えるべき開催回数の考えになるんでしょうかというのを提起し

てみたいんですけれども。 

 以上です。 

○松田会長   これは恐らくですけれども、これを決められたときには、回数を増やして、啓発回数、

機会を増やしていこうということで考えられていたと思うんですね。でもおっしゃるよ

うに、結果、虐待が事案を少なくするということが大きな目標ですので、そういう場合

にこの協議会の開催というのをどう考えるのか等々は、確かに本当に考えなきゃいけな

いことだと思いますね。 

 先ほどＫＰＩという言葉を言いましたけれども、これ対になっている言葉でＫＧＩっ

ていう言葉があって、ＧはＧｏａｌなんですけど、つまり、虐待の数がどうなるという

のがゴールの数で、そのゴールを減らすためには何をしないといけないのかというのが

Ｐの数なんですね。恐らくここで評価の方法と言われるものは、最終的には数字として

虐待が少なくなるということが目標にされているわけなので、その目標を達成するため

に何が増えれば、要するに達成に近づくのかというところが評価の方法で多分整合性を

とらないといけないということだと思います。本当に虐待の問題は十分問題ですもんね。

その辺は次回、必ず生かしていけるところなので。 

 それでは、続きまして、同じ８ページで、事前にいただいているご意見では、委員か

らのご質問等はございませんが、残りの部分、３番、４番、５番含めて見ていただきま

して、何かお気づきの点がありましたら、ご指摘いただけたらと思います。 

○鳴海委員   前回も出ました評価理由が前年度と同じということについては、もう言うつもりはな

いんですけれども、ただ３の地域安全課の欄の26年度現況、評価の理由のところに、最

後に「今後の広報等について検討を行う予定である」と書いてあるんですね。27年度も

全く同じに「今後の広報等について検討を行う予定である」と書いてあります。検討を

行う予定であると前年度に書いてあっても、ここではそれに関して何も触れてない。だ

からＢということなんだろうと思うんですけれども。ただ、例えば「引き続き」などの

語などがないと、市民が読んだときに誠意を感じられないというか、不思議な文章だと

いう印象をもつのではないかと私は思いました。いろいろなお役所の表現方法があるの

かとは思うんですけれども、素人から見ると不思議な文章だなということを感じたとい

う感想だけお伝えしたいと思います。 

○松田会長   前回から繰り返し出ているところです。これは前回もいろいろコメントをいただいて
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いるので、ぜひ次回以降、何とか改善といいますか。 

○鳴海委員   そうですね、言葉ちょっと違えるだけでも印象が違うだろうという気がします。なか

なか表現が難しいということは前回お聞きしたんですけれども。 

○小川委員   ３番のところですけれども、学務課が行っていた防犯カメラ34台の設置、これはよく

頑張られたのではないかなと思っています。都の補助金等々も絡みがあったかと思うん

ですけれども、設置したということで。ただ、こういうのは、単年度のものではないの

で、一度設置するとメンテナンスですとか、維持管理とかということがすごく大変だろ

うなと思っています。 

 こういうものを設置するときに、要望するのも市民なんですけれども、毎回そうなん

ですが、反対するのも市民だということがあるので、こういうような例えばぜひ通学路

につけてほしいという意見がある反面、プライバシーの侵害なので監視カメラのような

ものはやめてほしいという希望を出す人もいたりするので、その辺の調整をしながら、

34台設置したということは、大変頑張られたのではないかと。ただ、頑張りましたとい

うのは学務課ではそう声を大きく出して言わなかったりするので、あえてＡで、なるほ

どねと思いました。 

 以上です。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。 

○森田委員   以前、うちに遊びに来ている小学生が少し暗くなったからもう帰るようにと声を掛け

ましたら、防犯ブザーを持っているから大丈夫だという答えが返ってきたんですね。た

だ、防犯ブザーも監視カメラも何かあったときに、それが何か変身して助けてくれるわ

けではないということをそのときに話はしたんですね。相模原の事件を受けて、厚労省

からも防犯ということに対しての通知が次々に来ているんですけれども、うちの施設は

みんなが自由に出入りできるので、根本を揺るがされた事件だったので、本当にこれに

ついては考えて、職員ともやりとりをしました。 

 ただ、うちはやっぱりご近所の目や私たちがいつも見ている、見守っている、そばに

いるというスタンスに勝る防犯はないということで、今までと変わらないスタンスでい

ようということにはなったんですね。何かこの評価とか、そういった通達を見ていても、

ここにも「さすまたを準備した」とも記入しているんですけれども、何かちょっと違う

なというところが。明確に、だからこうしたほうがいいんですということを話せないの

がすごくもどかしいんですけれども、こういう方向性が自分の中では何か違うなという
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違和感がすごく拭えないでいます。 

 以上です。すいません、まとまりが。 

○松田会長   確かにそういう環境を、環境というか、物という意味での環境を整えさえすればいい

んだということでは決してないんですよね。人のネットワークだとか、非常に総合的な

子どもを守る環境づくりということが。 

○森田委員   そうですね、虐待についてもそうですし、防犯についても、全て共通する点なんです

けれども、そういうものを準備したり、整えることのほうが目に見えるし、評価しやす

いというのがあります。そうでない部分を高めていくほうがもっと時間もかかるし、何

を、どこをもって評価とすればいいのかという点では悩むかもしれないんですけれども、

何か行く先を間違えないでいたいなということをすごく感じます。 

 以上です。 

○松田会長   事業内容で「防犯対策に努める」とあって、それが実績という具体的な動きにつなが

るときに、こういう考え方をとったり、実際的な動きができるかということだと思うん

ですけれども、何か市役所の方からコメントはございますか。そういうご意見をまた実

感していただきながらということでいいですかね。 

 ８ページの部分、子どもへの虐待、犯罪を防止するという事項で、ほかにございます

でしょうか。 

○森田委員   例えば災害時のときのこととかも、この防犯の中に、子どもを事故から、防犯だから

それは入らないんでしょうか。この間、10月３日にも災害の訓練が農工大であったんで

すけれども、子どもを取り巻く分野のほうで、そのとき、もし何かあったらどう動くか

ということが何も決まってないんですよね。高齢者分野では少しずつ進めて、事業者連

絡会でも対応をその都度集まって協議をしたりしているんですけれども、子どもたちを

取り巻くそういった、いざというときのマニュアルというか、システムについては、こ

の中に入るのか、それともその後に出てくるのかなと今思ったので、発言させていただ

きました。 

 以上です。 

○松田会長   安心・安全の部分というのはまた別なほうに少しちりばめられている感じにはなって

いますね。今、確認ができているわけではないので、少しそのあたり、課題として含み

ながら、続きを見ていくということだと思うんですけれども、よろしいですか。 

○森田委員   はい。 
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○松田会長   そうしましたら、次の９ページが目標２、子どもの豊かな体験と仲間づくりを支えま

すという目標に対しまして①から続いておりますが、その目標２が11ページまでになっ

ています。ですので、９ページから11ページまでということで、ご検討いただければと

思います。 

 まず、９ページの１番の子どもの体験事業のところで、わりと非常に事業として充実

しているのではないかということが新保委員からご意見いただいていますが、補足いた

だいてもよろしいですか。 

○新保職務代理 先ほども鳴海委員から少しお話が出ましたけれども、前回も言いましたが、評価の理

由のところがいつも同じようなことが書かれているという部分で言えば、このような書

き方をしていただくと、ものすごくこの事業の充実ぶりが伝わってくるなと思いました。

ただ、評価を上げるかどうかは、また内容が、少しずつ人数が減っているのもあるし、

増えているのもあるので、利用者数の部分で言えば、評価が上がるところまでいくかど

うかはわからないですけれども、このような書き方が私たちに伝わってくる、市民の方

にも伝わってくるので、充実ぶりがうかがえるなと思いました。 

 以上です。 

○松田会長   賛成という声も。 

 ほかはいかがでしょうか。体験活動と仲間づくりという課題も本当に大きな課題にな

っている部分ですけれども、11ページまでのところで何かご意見。 

○水津委員   ごめんなさい、的が外れているのかどうなのか。これは市の事業を評価するというこ

とですから、当然こういうことなんですけれども、市が直接やってなくても、私の団体

なんかは、教育委員会なんかの後援をいただいて、子ども体験事業をたくさんやってい

るんですね。そういうものとかも何かいろいろあることをもう少しどこかにあらわせな

いかなとか、勝手にやっているものはあれにしても、少なくとも教育委員会に後援いた

だいたりとか、公民館だとか、そういう公共の施設を使ってやらせていただいているも

のがたくさんありますので。ほかの団体さんもそうだと思うんですけれども。その辺も

小金井の子どもたちの体験授業という意味でいくと、いろんな種類のものがあるんじゃ

ないかなと思っているので、その辺も少し拾っていただけるとか。何かすごく役所とし

ては何かそれやっていますよなんだけれども、それだけじゃないものというのが何かあ

らわせたりとか。難しいとは思うんですけれども、感想として。児童館とか公民館が直

接やっているものだけじゃないものもあるんじゃないかなと思っているので、どうです
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かねということです。感想です。 

○松田会長   いかがでしょうか。 

○高橋委員   今、水津委員がおっしゃったようなことというのは同じく感じていることなので、前

回、認可保育園の活動ということで、一部分ですけれども話させていただいたんですけ

れども、本当に個人で勝手にやっているだけではなくて、市の事業の中でしたり、後援

いただいてやっている事業をもう少し把握していただいて、すごく活発にいろいろやっ

ていらっしゃる団体ってあるんですね。そういうことも含めて、何かしていただければ

いいなと思っています。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。 

○森田委員   私も水津さんと高橋さんに乗っかってしまうんですけれども、これを見ていると民間

だったりＮＰＯだったりするのはあまり関係ないのかなということを感じたり。実際の

何かあったときに、以前、高橋先生のところとうちで兄弟で同じケースでかぶる親子と

かいたんですけれども、何か民間だからというようなところを感じたりすることがある

んですね。もう少しそういったところも評価していただけるように、私も頑張りますが、

入れていただけるともっと重層的なものにこのプランもなっていくんではないのかなと

感じます。 

○原島委員   これを見ると公民館本館でやっているイベントがたくさんあるんですけれども、こと

し、ちょうど公民館が建てかえになっていて、来年度とか、この辺の評価がどういうふ

うになってくるのかなというのが心配になっているのが１つと、箱がなければこういう

事業というのはなかなか実績の回数とか出てこないのかなと思うと、今、公民館とか建

てかえの状況ってどうなっているのか。ここから先、軒並みちょっとずつ事業評価的に

は下がっていっちゃうんだとまずいよなという気もしたんですけれども。直接27年度の

進捗とは関係ないんですけれども、ちょっと気になりました。 

○松田会長   そのあたり何か市役所の。 

○子ども家庭部長 所管外ではあるんですが、福祉会館のところに公民館の本館が入っておりまして、

福祉会館を閉鎖した関係で本庁分館のほうに移っている状況であります。現在、６施設

の複合化というものが政策の検討ということでございましたけれども、ゼロベースで見

直すという形の政策になっておりますので、公民館の本館自体の建てかえ計画も現在は

ないという状態ではあります。ただ、事業としては、前公民館本町分館の場所において、

現在は公民館の本館として事業を継続している状況ではございます。 
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○原島委員   ありがとうございました。ただ、利用する団体も多い、もともとたくさんの利用率、

高い利用率だったと思うので、そのあたりがほかの団体とか民間の方にプレッシャーに

なっていないかが気がかりなのと、立地的に本町分館って少し駅から離れていますよね。

そういう意味では、特にお子さま連れの方のアクセスという意味では心配だなと思って

おります。だから早く建てかえろということではないんですけれども、何か必要な施設

なのかなと思いました。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。 

 先ほど、水津委員、高橋委員、森田委員から民間での取り組みというものがこういう

ところでの事項として、もう少し取り上げていただけたらというご意見があったと思う

んですけれども、確かに、こどもプランあるいは小金井の子どもたちの育成、育ちから

すると、そういうことが取り上げられたり、あるいはなかなか情報という意味で市役所

もオールマイティではありませんので、情報を市役所にも滞らないように広報をあげて

いくということを含めてあると思うんですね。 

 一方で評価という言葉、教育関係者はよくあるんですけれども、何か判定されるとい

うイメージがすごいありますよね、評価という言葉が。でも、もともとの評価という言

葉の意味が、次する、次行うときにどうすればいいかという情報を得るという、そのた

めにやることということになっているんですね。ですから、通知表なんかも４３２１っ

てありますけれども、あれはあなたは３なのよという判定されるというよりは３の頑張

りだったから、次やるときにはもう少し頑張れる部分があるかもしれないとか、あるい

は頑張ったところがあるよねみたいな、それは次行うための情報を過去を振り返って得

るということが基本になるので。 

 そうすると事業進捗の状況評価ですので、事業を何をすると決まっていて、それを次

行うときにどうすればいいんだっていうことをここで評価するというのが原理にはなっ

ているんです。ですから、まずは行政として計画を立てたものが実際にどうだったかと

いうことで、次、行政として何を行えばいいかということのチェックをするというのが

ここの目標になっているというのがあって、そういうことになっていくところが強いん

だろうと思うんですね。 

 ただ、もう１枚、方向を変えますと、行政がどうしてこういうことをやっているかと

いうと、基本的には小金井の子どもたちとか、市民の皆さんの生活をより豊かにするた

めなので、そういう意味では、おっしゃってくださったようなことが実はくみ取られて、
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そういうことも合わさって、こんな状況にあるから次こうしますっていうようなところ

まで本当は書かれていけると、よりとても豊かな取り組みになると思うんですね。です

から、おっしゃってくださったことは、何とかどこかに少しでも反映されるように、ま

た来年、再来年っていう形で入っていくと、本当にいいなと思っていました。何かすい

ません、ちょうど、評価の話で、昼間、学校の先生と盛り上がったところがあって、し

ゃべり過ぎました。大変重要なご指摘だったと。 

○鳴海委員   今、松田先生が言ってくださったことが私もいつも胸の中にあって、書き方について

言っていたんですね。逆に市の評価というのは、どういうスタンスなのかというのをお

聞きしたほうがいい。こういうやりとりをしている中で、私が思っていた評価と少し違

うんだろうかということさえ感じているので。これを見るとき、自信がなくなっている

ところもあるんですけれども。こういう評価を行うことが市にとってどういう意味があ

るのかというところ、もし時間が許すならば、お聞きしておきたいという気持ちはあり

ます。 

○松田会長   そもそも論になりますけれども、こんな機会ですのでざっくばらんにということで、

もしコメントがございましたら、お答えいただければと思いますけれども。 

○子育て支援係長 のびゆくこどもプラン小金井を達成するためには、個々の施策であるとか事業体系

を組んで行う必要がある。その個々の施策であったり事業がきちっと達成されているか

どうか、それを評価するために、この点検・評価を行っているということです。 

 以上です。 

○松田会長   そういう意味では、同じ方向をもちろん向かれているということを確認できたと。 

○鳴海委員   よりゴールに向けて、今どうなっているかを見ていると考えていいんですね。ありが

とうございます。 

○松田会長   ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、12ページから。 

○岩野委員   順を追っていっているものだと思ったんですけれども、11ページのほうで。放課後子

どもプランのほうでよろしいですか。 

○松田会長   はい、大丈夫ですよ。すいません、目標２ということで、今。 

○岩野委員   11ページの番号の４番、放課後子どもプランの内容ですけれども、内容的には放課後

子ども教室の事業評価ということで、これがＡであることに関しては特段異論はないん

ですけれども、ただ、放課後子どもプランが求めているものというのは、放課後子ども
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教室事業だけじゃなくて、学童保育とも一体的あるいは連携というところをそもそも放

課後子どもプランは求めている。だからこそ努力義務だとは思うんですけれども、事業

計画を立てましょうという話にも出ているかと思います。それを踏まえると、ここで放

課後子どもプランの評価として、放課後子ども教室推進事業しか評価してないというと

ころに違和感があるんですね。 

 それを踏まえてみて、３点ほどあるんですけれども、１点目は、小金井市は、放課後

子どもプランの事業計画は策定されているのか、その辺の進捗があれば教えていただき

たいのが１点目。 

 ２点目は要望になってくるんですけれども、放課後子どもプランの評価が今、放課後

子ども教室事業の参加人数、実施回数になっているんですけれども、そうではなくて、

例えば事業計画を立てたら、それにのっとって、どういう進捗があったのかを評価すべ

きだと思いますし、立ててないんだったら、立ててないで、なぜ立ててないのかを踏ま

えた上での放課後子どもプランという事業の評価になるべきかなと思いますので、評価

方法について再考するべきかなというのが２点目の要望です。 

 ３点目は、かなり先々を踏まえての要望になってくるんですけれども、特に学童に関

して申し上げますと、かなり大規模化の問題がもう本当に喫緊の課題としてあるという

のは恐らく市の当局課としても認識されていらっしゃることだと思います。放課後子ど

もプランの事業としてとらまえて考えますと、今現在の公立だけの学童で、この大規模

化に対応することに限界が見えてくるのかなと個人的には認識しているんですね。なの

で、先々の対策として、民設民営の学童を今のうちから調査研究していただいて、今後

の大規模化に関しての改善策として、放課後子どもプランの事業計画があるのか、ない

のかはさておいて、考えていただきたいなというのが３点目の要望になります。 

 すいません、以上です。 

○松田会長   お願いしてよろしいでしょうか。 

○児童青少年担当部長 所管しているのが生涯学習課のところなものですので、市長部局としましては、

生涯学習課と今、連携をして、協議をしておるところでございます。放課後子ども総合

プランに関して、学童に関しては学童のほうで充実をしてほしいというのが一つの方針

であり、また放課後子ども教室に関していえば、事業の充実とともに、要は企画の段階

から学童の指導員も入って充実させ、放課後子ども教室の活動にも、学童の子どもが参

加するのがこの趣旨という形で理解はしてございます。 
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 ちょうどこののびゆくこどもプランができたころに、計画の作成が話題になった時期

はあったのかと思ってございます。現在、その辺も踏まえて、調整をしているところと

ご答弁をさせていただきたいと思っています。 

○松田会長   難しいところなんですね。学童と放課後子ども教室というのは厚労省と文科省という

ことで所管が違うことがあって、全児童対策ということと監護に欠ける子どもたちの保

育ということと。ただ、今、一体的に子どもたちのということで、随分、本当に二、三

年で変わってきているところですから、次回のプランでは、そのあたり、判断していく

必要がありますよね。 

○原島委員   今、生涯学習課と協議中とおっしゃっていましたけれども、具体的にどういう、何に

ついて協議なさっているんですか。 

○子育て支援係長 現在、のびゆくこどもプランの中で、放課後健全育成事業、学童に関して記載して

いるところですが、放課後子どもプランとの内容の調整、連携という部分が必要ですの

で、今回もそうですが、次回以降、のびゆくこどもプランの変更について、ご審議いた

だくときに、資料として、放課後子どもプランに関しても計画の中に新たに盛り込む形

で入れようか検討しているところです。次回以降の会議の中で資料を出させていただき

たいと思いますので、ご理解をお願いします。 

○児童青少年担当部長 幾つか計画の中に必修で載せなければいけない事項と、あと幾つかの項目をま

とめた形で記載をするという計画のＱＡみたいなのがあるんですね。ですから、今そう

いったところについて、具体的にそれぞれのパートごとにどういうふうに記載をしよう

かも含めて議論をしているところだとここの場では答弁させていただきます。 

○原島委員   ありがとうございました。 

○岩野委員   今、それぐらい具体的な話として進めていらっしゃるんであればというところを踏ま

えまして、民設民営の学童について、近隣市でも、例えば国分寺とか府中、立川なんか

にも実績のあるところはありますので、その辺を踏まえて、ぜひ具体的に調査研究を進

めていただきたいというところを改めて要望させていただきます。ちょっと離れますけ

れども、所沢もかなり民設民営は導入されておりますので、その辺をぜひ詳しく調べて

いただきたいと要望させていただきます。 

 以上です。 

○原島委員   今の岩野委員の、あまり個別の事柄を細かく突っ込んでもあれですけれども、学童の

こと、なるべく協議会でお話、調査研究進めていっていただければと思いますが、例え
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ば岩野委員が繰り返し民設民営の学童保育と言っていますけれども、学習塾が小金井市

内にありまして、幾つかあって、そういうところが塾以外の時間にスペースを開放して

いるようなところとかもあったりしますよね。それが学童にあたるのかといったら違う

とは思うんですけれども、その辺の、何をもって学童保育とするかということも、ここ

でお話しできることは少ないかもしれないんですが、協議会を中心に調査研究進めてい

ただければと思います。 

 以上です。 

○水津委員   学童と放課後の子どもの問題で、実際に今すごく多様化しているというか、お母さん

がフルタイムで働いている人とかということではなく、本当に週に１回、２回でいいか

らどこかでというようなケースも含めて、昔と違ってすごくいろんなパターンがあって、

いろんなものを受け入れてくれることが求められてきていると思うので、公設だとか民

設だとかっていうことだけじゃなくて、いろんな形での子どもの放課後の安全というこ

とを広く考えられるようなシステムみたいなものを考えていかないと、今までの枠の中

だけで物を考えるのは、すごく難しくなってきているんじゃないかなと思います。それ

は小学生の問題として、今いろんな形の保護者がいるということを踏まえた意見として

言わせていただきたいと思います。 

○松田会長   大変貴重な意見をたくさんいただいて、そのあたりも少し次回以降、反映させていた

だいたり、検討できたらと思います。 

○原島委員   すいません、放課後子どもプランの放課後子ども教室推進事業についてですけれども、

こちらは障害のある児童も参加可能、全ての事業で参加可能になっているんでしょうか。

それとも。 

○小川委員   基本的には全て対象になっています。学童だと今の状況だと働いていることが条件と

いうことでなかなか入れない方、１週間に１回、２回では認められないということで大

変だなと。放課後子ども教室に関して言うと、広がっていくことはいいなとは思うんで

すけれども、平成19年度からずっとやっているということで、かかわった方、ずっとな

さっているんですね。いろんな意味で講師をなさる方も年齢を重ねてきたりしていて、

本当に運営していくのに大変だろうなと。もう自分のお子さんは大学生、もう結婚され

たという方たちが実際の運営にかかわったりしていることを考えると、ただ推進をとい

うことではなくて、いかに講師の方を確保するかとか計画的に考えていかないと難しい

ところはあるなとすごく感じます。やってもらって当たり前ではなくて、いかに継続的
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にやっていくかが大事だなとすごく思います。 

 実際に放課後子ども教室で、最初のときやっていたものが幾つかなくなっているはず

なんです。それは例えば学校の校庭開放のところで保護者の方が見守りをずっとするよ

うなことがあったとすると、そこにかかわってくれる学校での保護者がいなくて、地域

の方たちがやってくださっている。その地域の方たちが高齢者になってきていて、なか

なか難しくなってきて、できなくなったということもいろいろあるので、その中身につ

いても、運営の仕方についても考えていかなければいけないだろうなとすごく感じてお

ります。 

 以上です。 

○原島委員   ありがとうございました。 

○松田会長   あとはこのページに関しては、小幡委員から２番の項目に関して、当初はＢという形

で出ていたんですけれども、委員の皆さんが資料や何かで見ていただいていますように、

これは実績から考えてＡ評価でよいのではないかということで修正がかけられていると

ころもございます。あわせてご確認いただいたらということでございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次、12ページから目標３です。子どもを生み、育てる価値を支援します。

12ページに①、13ページに②、15ページに③、17ページに④とございます。ここまでを

ひとまとまりに見ていただければと思っております。 

 まず、12ページからですけれども、岩野委員と沢村委員、小幡委員、新保委員からも

ご意見をいただいておりますので、少しご意見を補足していただくような形でお願いで

きればと思います。 

○岩野委員   12ページの事業、１番から４番まであるんですけれども、当初、金額的なところの表

記がなかったんですね。これまで子ども・子育て会議で利用料の話が出てきた際に格差

の話をしてきたところで、なのに、ここの事業評価で金額が出てこないのは少し違和感

があったので、何か理由があるのでしょうかというところを質問させていただいたとこ

ろ、金額を記載していただきましたので、これの見せ方としては、私はこれで特に異論

はありません。 

 以上です。 

○松田会長   新保委員、いかがですか。 

○新保職務代理 ここのところの４番だけです。沢村委員、お休みだからですね。 
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○松田会長   はい。 

○新保職務代理 私、４の小金井市の修学援助のことなんですけれども、これも先ほどと一緒で、毎年

同じことを言っているんですけれども、一応小金井の場合は貸与でなく支給の制度なの

で、この評価はＡ評価でいいんではないかということを私は出席するとずっと言い続け

ているので、今回もＡ評価に前回しましたよということをアピールしたということです。 

○松田会長   そこに関しては、改善、検討等、進める余地があるということでよろしいんですかね。 

○新保職務代理 いや、やっぱり貸与でなく支給なんだというところが小金井市の特徴だと思うので、

そのことを私たち委員がきちんと理解していることが大事かなと思って、ここに評価と

して出したということです。 

○松田会長   あと沢村委員から机上に配付されてございますようなご意見をいただいておりまして、

特に愛育手当のことのようですね。少し見ていただければと思います。４歳児以降の愛

育手当の整合性と所得に応じた助成に関してご意見をいただいていまして、評価自体は

Ｂ評価ということだと思うんですけれども、この背景にある部分でご意見いただいてい

るところです。これについては何かコメントございますでしょうか。 

○子ども家庭部長 認可保育施設のご利用の関係でご議決をいただいて、29年４月から３年間にかけて

改定していくものですけれども、それに伴いまして、認可外施設の関係の助成金を29年

度から改正を検討している状況であります。愛育手当の解消につきましても、その検討

の対象として考えているところでございます。ただ、予算関係のものにはなりますので、

市議会でご審議をしていただくものもありますので、現時点で具体的に、こうするとま

で申し上げる状況にないことをご理解お願いできればと思います。 

○松田会長   ということでございます。 

○原島委員   すいません、今お話しいただいて、検討しているということなんですけれども、具体

的に愛育手当、児童一人当たり、今、１カ月7,300円をどのように幾らぐらいにしよう

かということを検討なさっているんでしょうか。 

○子ども家庭部長 申しわけありません、具体的な金額をお示しする段ではないんですけれども、対象

が認可施設に通ってないお子さんという４、５歳児が入っておりまして、認可外保育施

設に通っているお子さんも対象になっているかと思います。助成金の対象として、関連

の制度自体も整理する形で検討しているということでご理解賜れればと思います。 

○原島委員   すいません、愛育手当を見直しするということの根本の目的としては、保育料の格差

是正であるという理解でよろしいんでしょうか。 
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○子ども家庭部長 愛育手当自体が認可施設に通ってないお子さんの４、５歳児と類似園でありますと

か、どちらにも通ってないお子さんを対象にしている手当になります。29年４月から認

可外保育施設のほうの助成金の拡充をいたしますけれども、そちらのほうもこれまで３

歳までが対象となっていたかと思いますので、その点を踏まえまして、制度としての整

理をしていくことを検討しているものになります。 

○原島委員   仕組みと３歳までと４歳以降というのは理解できましたけれども、根本にある目的は、

認可保育園と認可外保育園あるいはその他の施設に通う世帯との格差の是正にあると捉

えてよろしいですか。 

○子ども家庭部長 格差をどうお考えでいらっしゃるのかが明らかでないかなと思うんですが、就学前

児童の支援ということで、それぞれ対象者の整理でありますとか、制度上の整理を張ら

せていきたいと考えております。 

○原島委員   すいません、いまいちわかりにくいところがあるんですけれども、経済的な格差とい

うことに絞って考えるとどうなりますか。格差というのがわからないということであれ

ば、その利用者の方が払っている利用料というところでの格差の是正を目指していらっ

しゃるのでしょうか。 

○子ども家庭部長 認可外保育施設と認可保育施設の場合は、おっしゃったような整理は可能だと思い

ます。愛育手当はどちらにも通っていらっしゃらないお子さんもいらっしゃいますし、

対象はさまざまになっております。市で所得関係の整理をされているというものではあ

りませんので、段階的になろうかと思いますけれども、今、制度上の整理を図っていき

たいという考えではあります。 

○原島委員   ありがとうございます。 

○松田会長   １番の背景にあるというところでご議論いただいたのかと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 そうしましたら、そのまま。 

○原島委員   すいません、沢村委員がきょう来られないということで多分このプリントあって、要

望の第２点について、私も気になって、保護者助成金を所得に応じて変えられる仕組み

をつくってほしいという要望が沢村委員から出ておりますけれども、そういったことも

含めて検討しているという理解でよろしいんでしょうか。 

○子ども家庭部長 制度上どこまで対応できるかという事務的な問題もございますので、それらを踏ま

えまして、29年４月からの拡充に向けて検討しているというところでございます。また、
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東京都の助成金の連携をこの間、都議会で議決されていますので、そちらの詳細が示さ

れるのがまだこれからという状況でもございます。それらを踏まえまして、市がどのよ

うな形での制度構築になるのかを検討していく状況でございます。 

○原島委員   ありがとうございました。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。13ページでも、これは新保委員から評価に関してのご意見

をいただいたりもしております。また、14ページも、これも新保委員から評価の見直し

というご意見をいただいているところですけれども、いかがでしょうか。新保委員から

補足はございますか。 

○新保職務代理 何か新保委員が多くて、私もなかなか自分で書いておきながらついていけなくて。 

○松田会長   13ページの４番ですね。 

○新保職務代理 14ページの９番でいいですか。 

○松田会長   13ページの４番。母子保健健康相談事業です。 

○新保職務代理 13ページ、４番の母子保健相談ですか。ごめんなさい、今、自分がそのページをまだ

追ってなかったので。25年度まではＡ評価というのは、ここは26年度の評価ですけれど

も、25年度の評価を見るとＡ評価になっているんですね。数は増加しているのに、26年

度からＢ評価になっている。ということは25年度を出さなきゃだめ、ごめんなさい、つ

いていけなくて。 

○松田会長   利用者数が大きく見ると増加傾向にあると見えるんだけれども、Ｂ評価ということで

どうなんだろうということですね。 

○新保職務代理 そうです。27年度の評価で、育児相談ができる場所として定着してきているという、

その内容が充実につながっているんだなっていう部分を評価いたしました。 

○松田会長   あわせて、14ページの９番ですね。こちらも。 

○新保職務代理 そうですね。ここも25年度はＡ評価なのに、26年度から。参加者数が少しだけ減って

いるのに、このような子育て中の保護者の保育相談っていう、そういう場の設定が大事

だろうなということで評価はＢではなくてＡではないでしょうかという部分ですね。 

 以上でございます。 

○松田会長   今の、事務局のほうでご検討されていますけれども、もう少し取り組みの改善に余地

があるということで両件ともそのままにしたいということですね。 

○新保職務代理 充実に向かっていけば、それでこのままの評価でいいと思っています。 

○松田会長   よろしいですか。 
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 14ページまでのところで、そのほか委員の皆様方からございますでしょうか。 

 それでは、次、15ページですね。こちらは小幡委員と新保委員からご意見、２番、６

番、いただいているところですけれども。 

○新保職務代理 15ページの２の子ども家庭支援センターのことですね。ここの評価が利用人数とか登

録数、アクセス数が評価ということになっているんですけれども、これが増加している

と思うんですね。25年度の評価で少し下がったんですよね。だけれども、今年度は少し

増加をしているので、どうなのかなというところですが。ごめんなさい、数字をもっと

はっきり25年度はこの数字ですよということを今、私が自分で言えればいいんですよね。 

○松田会長   このあたり、アクセス数をどう評価するかというのはあるんですけれども、確かに情

報提供ということが目的になっていて、アクセスの数が5,000件程度上がっているとい

うことは少し評価してもいいのかなとは思ったりはしますけれども、いかがでしょうか

ね。 

○原島委員   でも、目標とするものが広報なのかというと、交流と仲間づくりの支援となっていて、

そこのところが私は、この評価表を見ても見えにくいので何とも言えないなというとこ

ろが。 

○新保職務代理 例えば、25年度のホームページのアクセス数は、これは少し減っているんですね。27

年度の進捗状況の中では増えているわけですよね。 

○松田会長   はい。 

○新保職務代理 なので、この部分をどのくらいの数字が妥当とするのかというのが難しいのかなとは

思いますので、この評価でいいと。こういう評価を高くしたいなという意思が私の中に

あるので、少しこういう変化が、微妙な変化であっても増えていれば、それは評価して

いったほうがいいのではないかなと思ってやったんですけれども、そのままの評価でい

いと思います。 

○松田会長   いかがでしょうか。 

○新保職務代理 なので、すいません、意見を言わせていただいていいですか。私、今までにこの評価

は、毎年何回も委員としてしているんですけれども、以前は、私たちの立場で評価をつ

けていくという部分がもっとたくさんあったんですよね。でも、今年度の評価の仕方を

見ると、評価を変えていらっしゃる委員の方が少ないので、ここでの評価を変化させて

いく、例えばＢだったものがＡじゃないでしょうかとか、Ａ評価だったのはＢ評価にし

たほうがいいんじゃないかというのを私たちが積極的につけるのではなくて、意見を優
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先して言ったほうがいいんでしょうかね。私はわりに評価を変えているというやり方を

今までやっていたのでやっていたんですけれども、今回の会議を見ると、評価を変える

という作業をされている委員の方が少ないので、意見を述べるという形にしたほうがい

いのかなって思ったりはしています。ですので、私がいろいろ評価を変えているので発

言する回数が多くなってしまっているんですけれども。 

 これをどう読み取っていくのかというのが結構難しいんだと思うんです。以前は１年

間を通して評価をやったりしたこともあると記憶しています。ただ、この会議は、子育

て会議になって、いろいろ保育のこととか、小金井市のいろいろな子育て環境について

の変化に対応していく部分が増えてきてしまっているので、評価については、そんなに

長くかけられないので、皆さん方がよくわからない項目もたくさんあるわけですよね。

その中で意見を述べていくというのがすごく難しくなっているんだろうなと思っている

ので、評価を変えていくのではなくて、進捗状況を評価する、意見を言うというのかな、

そういうほうが望ましいのかなって思います。これは意見です。今回は評価をいろいろ

変えてはみましたけれども、次回以降、次年度以降、検討する余地はあるのかなと思い

ます。 

 以上です。 

○松田会長   ありがとうございます。評価ということを子育て会議で審議する意味みたいなことも

少し出ましたけれども、評価は変えないで意見を言ったほうがいいとか、逆に評価を変

えるということを重視すべきだという、二項対立的な話ではないかなと。我々市民の側

がこういう事業進捗に対してチェックをするということが基本的な趣旨だと思いますの

で、当初、新保委員がおっしゃったように、事業評価の自己評価というのは、行政の自

己評価という意味ですので、それに対して、私たちが市民の立場からこれはＢだけれど

もＡじゃないかとか、あるいはＡだけどＢじゃないかと言うというのは非常に重要なこ

とだと思いますんで。そんなにことしから変わっているということはないと思いますけ

れども。 

○新保職務代理 ただこの書類を送られてきて、これを見ただけで皆さんがどのくらいこの事業のこと

を理解できるのかというのは、私は長年携わっているので、評価のやり方については過

去の資料もあったりして比較検討できるんですけれども、例えばこの会議、昨年度から

参加している方がこれを見たときに評価をしていくというのは難しい作業じゃないかな

とは思いましたので、そのあたり、私が発言するというか、質問等、意見等がこの中で
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多かったものですから、どうかなということは思いましたが、今までどおり評価を頑張

っていきたいと思います。 

○松田会長   そうですね、ぜひ。こういう委員会制度というのは、例えば10人いましたら10人が等

分の仕事をいつもするということじゃなくて、いろんな立場から出ていますので、強い

ところ、弱いところがあって、そういうのを寄せ集めるところに力が出てくると思うん

ですね。ですから、実際にこれ１個ずつ、事業の内容を伺って、それで評価していくと

いう作業ってとても物理的に無理なことですので、そういう意味での委員の構成だと思

いますので、新保委員のように、過去も知ってくださって、いろいろ見てくださる方も

いらっしゃれば、新しいけれどもここの部分は非常にかかわっていくので意見が出ると

かっていう、ばらばらなかかわりが取りまとまって、一つの市民の意見として答申され

るということですので、むしろ、ぜひどんどん新保委員ばかりのものでも構わないです

ので、その辺はどうぞお気遣いなく。すいません、余計なところで時間をとりましたけ

れども。 

 ということで、先ほどのアクセス数です。確かに原島委員がおっしゃるように、交流

と仲間づくりというのが目標になっていて、アクセス数が増えたからといって、単純に

評価していいのかというわだかまりといいますか、引っかかりがあるというのはとても

よくわかります。 

○原島委員   引っかかりというか、わからないということなんですね。評価の方法がホームページ

のアクセス数というのが入っていると、評価の方法と目標とするところのつながりが見

えてこないというところに、今、新保委員のお話しいただく中で気がつきましたという

ことです。 

○松田会長   ただ、実際親子の交流と仲間づくりがされたということは、どういうふうに数字でと

るかというのは、これはまたもう一つ難しい話で、だからこそ一歩手前になるけれども、

まずホームページのアクセス数が増えるということで情報が少しでも共有されれば、こ

ういうことにつながるんではないかというような評価指標になっているということだと

思うんですね。だから、先ほど、ＫＰＩだとかＫＧＩだとか、すいません、大学はやり

言葉を伝えてしまいましたけれども、考え方としてはわからないではないんですね。捉

えにくいものに対して、でも捉えられるものでこれが高まるということは、これが高ま

っている可能性は非常に強いんじゃないかと。 

 ですから、そういう意味で方法も次回、より精査していく必要はあると思うんですが、
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現在できることというのは、今立てられている評価の方法から評価をしていくことが。

市役所の方もここが一つの視点になってなさっているところなので、新保委員がおっし

ゃるように、ポジティブに捉えられるものがあるとすれば、評価すべきだと思いますし、

逆にこれは評価し過ぎだというのはしっかりとチェックしていかなきゃいけないとは思

っています。 

 それでは、ここはそのままでということでよろしいですか。今の最後の結論が合って

ないような気がするんですけれども、どういたしましょう。アクセス数が増えたという

ことをとりあえず評価して、委員会としてはよくやったんじゃないかという話でもよろ

しいですか。小幡さん、ここちょっとご意見。前後で出されていて、あわせて。 

○小幡委員   そこの部分とはまた違うんですけれども。すいません、きょうはおくれまして。前回、

しかも出られなかったので、すいませんでした。今のことではなく、また進めてしまっ

ていいということですか。 

○松田会長   今のことも若干触れていただいて、次のところもあわせて。 

○小幡委員   そうですか、わかりました。ここの部分、先ほど新保委員がおっしゃっていたアクセ

ス数、私もこれの見方ってとても難しくて、いつも皆さんの意見を聞きながらやってい

たりしていたんですけれども、評価の方法のところに書いてある内容で判断していくの

がいいのかなと思って、私もその上で見せていただいたんですが、アクセス数でいうと

ころは、評価の方法の中にホームページのアクセス数が入っているのでというところは

あります。だから、その部分は、私はそれだけ市民に周知がだんだん行き届いてきたの

でないかということを考えるとＡでもいいのかなと思ってしまいます。それは私の意見

ですので。 

 そのまま進んでしまってもいいですか。 

○松田会長   はい。 

○小幡委員   私の場合はほとんど意見という形と、あとここのところがわからないというところを

書かせていただいて、小幡、小幡と申しわけないんですけれども、書くだけ書いてしま

いました。 

 まず、順番で行かせていただくと、こちらの質問票にも既に書いていただいている15

ページの６番です。相談件数が記入がなかったところはちゃんと記入していただいて、

224件ということで入っていますので、これの評価に対しては、私は特にこれでいいと

思っていて、その評価に対しては異論ありません。 
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 どんどん進んじゃっていいんでしょうか。 

○松田会長   はい。 

○小幡委員   すいません、その次の思春期相談、指導室の部分ですけれども、これに対しては、本

当に意見として書かせていただきました。小中学校での思春期相談について、評価の理

由にあるとおり、スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーの関係機関の連

携がとても大事で、子どもたちを取り巻く、学校を主にはこの場合はありますけれども、

学校だけではなかなか解決できないこともたくさんあると思います。不登校だったり、

あとはご家庭の事情だったり、そういうことのところに連携して取り組んでいくことは

とても大事だと思いますので、ここの部分も私としてはもっと強くやっていっていただ

きたいという応援の気持ちも込めて評価Ａでお願いしたいと考えました。 

 次の16ページの８ですけれども、子育て講座の開催についてですけれども、これに対

しては評価の確認だけ。Ａと書いてあるものとＢと書いてあるものが混在していたので、

ここはどちらなのでしょうということで質問をさせていただきました。これに対しては、

事務局のコメントからいただいていますけれども、説明していただいてもいいですか、

これは。思春期子育て講座はＢ、家庭教育学級はＡの間違えで、それを直されて、思春

期子育て講座は12回しか開催できなかったため、全体としてＢとしたということでよろ

しいでしょうか。そういうふうに記載があるんですけれども。 

○子育て支援係長 こちらの部分に関しては、小幡委員おっしゃるとおり、思春期子育て講座をＢ評価、

家庭教育学級をＡ評価に修正ということでしました。事業全体の評価としましては、思

春期子育て講座の参加者数の減を重視しまして、そちらをＢ評価と最終的にいたしまし

た。 

 以上です。 

○小幡委員   ありがとうございます。参加者数で評価ということでやっていらっしゃるからという

ことですね。それで参加者数が200人ほど。すいません、私が見る限りだとそんなにた

くさん減っているような感じはないんですけれども、開催の回数も入っているというこ

とで。 

○子育て支援係長 そうですね。回数も入れました。 

○小幡委員   14回が12回になったということでＢ評価。結構からい評価だと私は思いますけれども。

その辺のところ、委員の皆様は何かお感じになることがあればと思うんですが。私はち

ょっとからいなと思うんですけれども、いかがですか。 
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○松田会長   いかがですか。 

○小川委員   担当しているところが生涯学習課になってはいるんですけれども、思春期子育て講座

も家庭教育学級も実質やっているのはＰＴＡなんですね。ＰＴＡの活動の中で、27年度、

12校で実施ということは２校やってないということですけれども、やっていなくても、

それはしようがないだろうなと思うんですね。ＰＴＡ活動の一環としてもしやっている

としたら。それを思春期子育て講座をほかのところでやるんであれば、もっと回数的に

は増えるだろうと思うんですね。ですから、ＰＴＡがやらなくてもいいということです

ね。 

 学校でやるというのが大体多いんですね。そうすると、土曜日曜ではなくて、平日の

例えば午前中であるとかというところが。そうすると教室の関係なんかで使えるところ

が限定されてくることがあるので、また放課後はどうなのというと、保護者の方が来ら

れなかったとかいろいろなことがあるので、これを単に回数とか人数とかということだ

けで見ていくのは難しいところがあるのかなと。学校ではこういうことをやりますとい

うのは全家庭に配布していますよね。だけれども、来られる方が少ない。来られる時間

で、場所でというと、実際に運営していく方が難しくなってくるというジレンマがある

ので、その辺、ただ人数だとか回数だけでというのも難しいところがあるかなと思いま

すね。 

 以上です。 

○松田会長   ちょっと戻りまして、先ほど、こればっかり言っていますけれどもホームページのア

クセスのところ、どうしましょう。でもやっぱり自己評価がＢということなので、大変

評価はしつつ、Ｂの自己評価は生かすということで、あえて何かここをすごく強くとい

うことはよろしいですね。 

○新保職務代理 すいません、いいですねと先生おっしゃった後にいろいろまた言うのはあれですけれ

ども、「ゆりかご」という場所が。子ども家庭支援センターのひろば事業として「ゆり

かご」が始まったのは平成16年度からなんですけれども、そのときにひろば事業がそこ

にしかなかったという部分があるんですけれども、今は学童保育所の午前中の時間とか、

結構市内に、児童館での乳幼児グループとかいろいろ広がってきているので、ここだけ

ではなくなっているわけですけれども、でもここにこんなに人が年間集まっているとい

うことを常設の広場としての「ゆりかご」の存在が小金井の子育て中のお母さんにとっ

て大きな支えになっているのではないかという部分があるんです、私の中では。新保委
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員としては、そういうふうに評価しています、「ゆりかご」を。 

 ですので、若干の増え方なのかもしれないですけれども、例えばホームページ数が

5,000件アップしたということに関して、何の情報を求めているのかなと思ったりもす

るんですね。そうすると、集約的な部分がここであるんだろうと私は評価したんです。

ですので、評価を上げたいとは思いますけれども、今までの流れを見ていくと、評価を

上げるのが大変なことなのかなって思ったので、私はこのままでもいいと思いましたが、

できればここはＡ評価に上げたいところだと思います。 

○松田会長   ここはそういうことでよろしいですか。背景を伺いますと確かに。こちらは評価を修

正していただくということで。 

○新保職務代理 ありがとうございます。 

○松田会長   そうしますと、17ページも含めて見ていただきまして、ここまでのところはとりあえ

ずよろしいでしょうか。 

 大変私の進め方が不適切で、目標１つに対して15分ぐらいが目安かなと言ったんです

けれども、重要な議論が続きますので難しかったなと。それでは、一旦目標３の終わり

までということで、きょうはひとまず打ち切らせていただきまして、目標４、18ページ

以降、まだ10ページほどありますけれども、目標４、５、６という３つの部分に関しま

しては、次回。ただ次回は必ず終了させたいと思いますので、改めて委員の皆様方も内

容を見ていただきまして、次回、集中的にご審議いただければと思いますので、よろし

ゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

 そうしましたら、次、次第（３）の「子ども・子育て支援事業計画変更に係る児童人

口推計」について、少しご検討いただければと思います。 

 では、配付資料の説明を受けたいと思いますので、事務局からお願いいたします。 

○子育て支援係長 資料53になります。小金井市子ども・子育て支援事業計画につきましては、平成27

年３月に策定し、平成27年度から31年度までを計画期間として、現在、各種子ども・子

育て施策を実施しているところです。特に保育施設、待機児童数につきまして、計画と

実績に大幅な乖離が生じていることから、計画期間の中間年である平成29年度を目途と

して計画変更を行うこととなりました、 

 子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画について、教育、保育及び

地域子ども・子育て支援事業の計画期間における各年度の量の見込み、需要量と実施し

ようとする各年度の提供体制の確保の内容、供給量のその実施時期を定めるものとされ
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ております。 

 その中で量の見込み、需要量の基礎となるものが児童人口推計となります。前回会議

でお配りしました資料52でお示ししましたとおり、児童人口推計の実績と推計には乖離

が生じておりまして、児童人口推計についても変更を行いたいと考えております。 

 資料53をごらんいただきますと、１で現計画における児童人口推計について、実績と

推計の乖離状況等を記載しております。 

 ２では、計画変更時の考慮事項としまして、（１）各年度のゼロ歳人口に留意する必

要があること、（２）として今後の社会動態、（３）として直近、28年10月１日現在の

児童人口を記載しております。 

 ２ページに参りまして、３では、変更計画における人口推計方法及び推計値として考

えられるものを記載しております。 

 人口推計の方法としましては、大きく分けてコーホート変化率法とコーホート要因法

というもの、この２種類が一般的に用いられております。コーホートとは、同年または

同期間に出生した集団のことを言います。コーホート変化率法とは、各コーホートにつ

いて、過去における実績人口の動勢から変化率を求めて、それに基づき将来人口を推計

する方法です。利用される場面としましては、推計するものが比較的近い将来の人口で

あり、変化率の算出基礎となる近い過去に特殊な人口変動がない、また推計対象となる

近い将来にも特殊な人口変動が予想されない場合に用いられることが多いです。 

 一方、コーホート要因法とは、各コーホートについて、自然増減、出生と死亡及び純

移動、転出入という２つの人口変動要因それぞれについて将来値を仮定し、それに基づ

いて将来人口を推計する方法です。利用される場面としましては、推計の基礎となる過

去の実績人口に特殊な変動があった、あるいは推計対象期間内の将来人口に特殊な変動

が予想されるため、過去の実績に基づく変化率が将来人口の推計に適さないと思われる

場合に、この方法を用いられることが多いです。 

 資料３の（１）は厚生労働省の施設等機関である国立社会保障・人口問題研究所が作

成した日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）で、コーホート要因法によるも

のです。（２）は市の最上位計画である第４次基本構想・後期基本計画の人口推計でし

て、コーホート要因法によるものです。（３）は厚生労働省から以前出されました量の

見込みの算出等のための手引きに基づく人口推計で、コーホート変化率法によるもので

す。なお、（３）のコーホート変化率の設定に当たりましては、平成24年度から平成28
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年度までの変化率に加え、直近の平成28年10月１日現在の児童人口も加味し、推計とし

てより精度の高い数値となるよう配慮してあります。 

 結論としましては、４にありますとおり、３の（３）の児童人口推計を採用したいと

考えております。理由としては３つあります。まず、３の（３）の29年度の数値ですが、

直近の28年度10月１日実績と比較しまして乖離が少ない。現状に一番近い数字。次に、

ゼロ歳人口について、直近の実績を見てみますと、平成27年度が1,072、28年４月が

1,063、28年10月が1,028と若干ですが減少傾向にあり、さらに今後、母親世代人口が減

少していくことを考慮しますと、ゼロ歳人口は、平成27年度をピークとしてなだらかな

減少傾向が続くと考えられます。最後に、社会動態についてですが、平成29年度から31

年度における大規模な人口変動要因が今のところなく、武蔵小金井駅南口第２地区再開

発事業による人口増も平成32年度以降の新たな計画の中で考慮すればよいのかと考えて

おります。 

 資料については以上です。 

○松田会長   ありがとうございます。 

 これは非常に重要な数字なんですね。ですから、ご検討いただいて、これでというこ

とできょうはご審議いただきたいわけですけれども。これは前回委員の方はご記憶にあ

ると思うんですけれども、かなり議論といいますか、我々が学習をしたといいますか、

そういうところがありまして。確かに人口推計をやらないと根拠がありませんのでまず

いと。人口推計のやり方というのは、今、一般的には変化率法と要因法という２つのや

り方があると。どちらをとるかという話なんですね。簡単に言いますと、変化率法は実

績に基づいた考え方で、要因法は今後、大きな何か変化、見越されると言いますか、そ

ういうものの特殊性を勘案して考えていくということだと。 

 小金井市の現状からすると、変化率法のほうがよいのではないでしょうかというのが

きょうのご提案ではないかと思うんですけれども。前回も変化率法で人口推計をやって

いまして、結局実績的には、それを上回っているんですね。ですから、そういう意味で

は、さりとてここで検討するような人口変動要因がそのときに見越されていたわけでは

ありませんでしたので、恐らくさまざまな要因が重なって、予想値を超えているという

部分かと思います。 

 これはそういう意味では致し方ないところがあって、定期的に見直していくという今

回の作業が重要かと思っておりますけれども、改めまして、今のご説明とか、幾つかの
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例示されている数字を見ていただきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、お願い

したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○馬場委員   認識不足でよくわからないんですけれども、この人口率に基づいて、最終的には計画

数として必要な定員を見込んでいくということでよろしいわけですか。気になるのは、

人口の推計もさることながら、例えば出産後で仕事を始める、ずっと引き続きやってい

る方がもう50％以上超えているという統計もありますから、そういうのがどこで反映さ

れていくのかを確認させていただきたい。 

○子育て支援係長 今回は児童人口推計を出させていただきましたが、次回以降、教育・保育施設、あ

とは法定13事業の関係の今度はそれぞれの事業の量の見込みと確保数、需要量と供給量

を算出することになります。需要量の算出に当たりましては、各事業出し方があるんで

すか、基本的な出し方としては、児童数掛ける各事業の予想される利用率、これを掛け

たものが基本となります。なので、各事業、算定するに当たって、利用率は考慮するこ

とになります。 

 以上です。 

○馬場委員   要するに、これが母体になって、これから制度設計の具体的な検討の比率が入ってい

くということでよろしいわけですね。あくまでも人口として、どう見るかということだ

けで。わかりました。 

○松田会長   これが基礎数になって、各事業の利用率で、そこでそういう変動。 

○馬場委員   就業率だとか。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。 

○小川委員   前々回のときに、私のほうで今までの算出方法でということをお話しさせていただい

て、子育て支援係長さんから児童人口の限定ですかというようなお話があって、さらに

話をしていただいたんですけれども、母親世代の現在の人口に関しては、ほぼ計画どお

りで乖離はないと。大きな原因としては、出生率の乖離が大きいと考えているというこ

とで、今回は要因法または変化率ということで数字を出してきたということでよろしい

でしょうか。 

○子育て支援係長 小川委員のご指摘のとおりなんですが、２４、５、６年度あたりは出生率がかなり

見込んでいたより多く、結果として、推計と実績の差が出ていたことになります。今回、

先ほども申しましたとおり、出生数が落ちていて、ゼロ歳児のほうが若干減少あるとい

うことで、そこを加味した数字と今回は見ております。 
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○小川委員   ありがとうございます。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。 

○原島委員   ありがとうございます。すごい難しい説明だったんですけれども。正直なところ。い

ろんな算出方法があるんだなということはわかりましたし、その中でどの算出方法を採

用するべきかも非常に説得力があったと思います。ただ、実績ベースに一番近い数字が

出てきたもの、ゼロ歳児のところに焦点を当ててみると、確かにそのとおりなんですけ

れども、10月１日現在の人口で５歳児とかを見ていくとずれが多少大きくなってきてい

るのかなと思うと、この数字をもとに、先ほど馬場委員がおっしゃったような就労して、

保育施設等を利用する家庭とかを出していくということを考えると、このままでいいの。

この数字もまた何か多少のずれを含んだものになっているということが若干の不安で。

それに対して、何か措置をしなくていいのかという気もします。 

 計画を立てる上で、この数値そのままに対して利用率等を掛けて制度設計、施設の設

計、まちづくりをしていくことの間に何かワンクッション余裕を見込むようなこと、

10％増しで考えるとか、そういうことは必要ないのかなという気がしました。あんまり

こうやって見直しを、本来こうやって見直しが起こるのは、委員長もおっしゃいました

けれども、苦い経験として、あまり繰り返すべきだじゃないことなので、できるだけ慎

重にやったほうがいいのかなと思っています。例えば、他の自治体なんかの算出方法も

当然研究されていると思うんですが、どのようになさっているのかというのがあります

か。 

○小川委員   この算出方法は、世界的にはコーホートの要因法か変化率か、どちらかを使っていく

のが基本的な考えじゃないかなと思いますけれども。ですから、ほかの自治体でもほと

んどどちらかを使っている。今おっしゃったように、プラス10％とかというようなとこ

ろはあえて入れない形を考えています。 

○原島委員   そうなんでしょうね。きっとそうしてきたんだろうと思うんですが、そのままで大丈

夫なのかなということが。 

○小川委員   昨年度あれだけいろいろ数字のところでは議論していたのにということを考えると、

確かにそうですよね。 

○原島委員   そこを検討した上でどうするかということを決めたほうがいいような気もしました。 

○松田会長   確かにそれはすごくリアリティーのあるお言葉で。ただ、数字ということだけで思う

ところはありまして、予測値というのはあくまでも予測値なんですね。予測値、推計値
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ということを言う以上、できるだけ実態と乖離しないほうがいいんですけれども、むし

ろ推計値というものにはそういうリスクが常に含まれていると考えたほうがいいと思う

んです。リスクを含まざるを得ないということですね。 

 ですから、今回もなぜ24年から26年まで出生率が高くなったかというのは、これは多

分解明できないですね。ですから、そういう意味で、推計値というのは常に見直さざる

を得ない。安定していると安心していいんですけれどもね。これできっちりいくという

ような数字が発見できればいいんですけれども、現在の科学においては、そこまでのも

のは難しいということ。それを数字という意味では、そこを前提に考えていただく必要

があるかなと思います。 

 ただ、数字がないと量の予測とかそういうものができなくなりますので、そうします

と原島委員がおっしゃるように、余白をもって考えられれば一番いいんですけれども、

市役所の予算が全部余白を持ちますと、全部が最大になったときには収入に対して支出

はこんなになるとかという話になってしまいますので、その辺は非常に難しいですね。

僕も気持ちは一緒なんですけれども。 

○原島委員   だとすると、例えば見直し、点検のペースを何かあらかじめ定めておくとか、このラ

インを超えたらもう一回総点検し直しましょうというところをある程度。この数字が絶

対的なものじゃないということになってしまうかもしれないんですけれども、ただ見直

しのことについて、検討してもいいのかなという気はしました。今回わりと早く、多分

異例の措置なのかなと。こうやって途中で見直すというのは。何か気づきがあったとき

に情報を共有して見直せるようにしておくようにするとかということは考えられるのか

なと思いました。 

○松田会長   大変貴重なご意見だと、重要なご意見だと思います。ただ、今回は本当に小金井市、

これは早く見直しているというのは、これは本当に評価をしていいことだと思います。

他の自治体と比べましても、これは前向きな姿勢だなということは感じるところはござ

います。 

○小川委員   この数字を出すの、大変だな、早いなと思って、本当に。すごいなと思いましたよ。 

○鳴海委員   １ページ目の１、現計画の実績と推計の乖離状況の表で、一番右を見ますと、低年齢

のところでの差が非常に大きいのは、今の子育てにかかわる問題として最も考えなけれ

ばいけないところで大きな乖離が出ているわけですから、ここは新しい算出値によるこ

の数字を生かしていかなければいけないことが示されていると私は思いました。 
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 例えば４歳、５歳、それ以降の年齢については、これを取り上げるときに、その辺に

留意して見直す時期があるだろうということを念頭に置く、メモを残しておくというよ

うなことで今回の結論は生かしていったらどうかと私は思いました。数字的根拠がない

と次の対策に向けてもお話がしにくいので、この数字はとてもいいと私は思いました。 

○松田会長   ほかはいかがでしょうか。 

 そうしましたら、見直しということに関して、ご意見が強く会議からはあるというこ

とをお聞きしていただくような形で、今回の人口推計については、こちらを基礎数とし

て進めていくことでよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○松田会長   ありがとうございます。 

 本当にこのコーホートという言葉、前回同様、本当に耳から離れませんで、随分学習

もしましたけれども、また来たかというか、今後もずっとまたやり続けようという、き

ょうのお話だったと思いますんで、とてもいい話し合いになったのではないかと思いま

す。 

 そうしましたら、本日、評価のほうが大幅に残りましたけれども、これは次回、その

ままやっていただくということで、議事のほうはひとまずこれで終わらせていただきた

いと思います。 

 それで、次回以降の日程につきまして、11月分と12月分をご検討いただければと思い

ます。まず、11月ですけれども、案として先に出させていただきますが、11月11日の金

曜日はいかがでしょうか。なかなか。大変申しわけございません、そうしましたら、森

田委員はご都合が悪いのですが、11月16日ということで。 

もう一度、確認いたしますと、二転三転しますが、16日にということでお願いしてよ

ろしいでしょうか。森田委員からは事前にご意見をいただいておいてということで進め

させていただきたいと思いますので。きょう、ご欠席の委員もいらっしゃいますけれど

も。そういう形で16日お願いしたいと思います。 

 続きまして、12月の会議ですけれども、こちらも２案。13日の火曜日と19日の月曜日

という案ですが、いかがでしょうか。13日ご都合が悪い委員。高橋委員。19日はいかが

でしょうか。そうしましたら、12月19日、お願いできればと思いますが、よろしいです

か。もうあと11日たつと年も終わるという。かなり年の瀬も感じられるころになるかと

思いますが。ありがとうございました。 
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 それでは、本日はこれで議事内容、以上でございます。長い間、きょうも大変ご熱心

なご議論いただきまして、ありがとうございます。また次回もどうぞよろしくお願いい

たします。 

閉  会 


